
国立大学法人東京農工大学事務組織規程の一部改正 

現行 改正案 改正理由    
第3章 所掌事務 第3章 所掌事務  

(学務課) 

第23条 学務課(教育支援室及び国際交流室を除く。)において

は、次の事務をつかさどる。 

(学務課) 

第23条 学務課(教育支援室及び国際交流室を除く。)において

は、次の事務をつかさどる。 

 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略)  

(新設) (4) 教養教育に関すること。  

(新設) (5) 教育部会、グローバル教育院教養・専門基礎教育部会等の

諸会議に関すること。 
 

(4) (略) (6) (略)  

(5) (略) (7) (略)  

(6) (略) (8) (略)  

(7) (略) (9) (略)  

(8) (略) (10) (略)  

(9) (略) (11) (略)  

(10) (略) (12) (略)  

(11) (略) (13) (略)  

(12) 奨学金、授業料等の免除等の援助に関すること。 (14) 奨学金、授業料等の免除等の援助に関すること。  

(13) (略) (15) (略)  

(14) 学寮及び合宿研修施設の管理運営に関すること。 (16) 学寮、国際交流会館及び合宿研修施設の管理運営に関す

ること。 
 

(15) (略) (17) (略)  

(16) (略) (18) (略)  

(17) (略) (19) (略)  

(18) グローバル教育院(他の課等の所掌に属する事務を除

く。)に関すること。 

(削る)  

(19) (略) (20) (略)  



(20) (略) (21) (略)  

(21) (略) (22) (略)  

2 学務課教育支援室においては、次の事務をつかさどる。 2 学務課教育支援室においては、次の事務をつかさどる。  

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略)  

(4) 教養教育に関すること。 (削る)  

(5) 教育部会、グローバル教育院教養・専門基礎教育部会等の

諸会議に関すること。 

(削る)  

(6) (略) (4) (略)  

(7) (略) (5) (略)  

(新設) (6) グローバル教育院(他の課等の所掌に属する事務を除く。)

に関すること。 
 

(8) (略) (7) (略)  

(9) (略) (8) (略)  

(10) (略) (9) (略)  

(11) (略) (10) (略)  

3 学務課国際交流室においては、次の事務をつかさどる。 3 学務課国際交流室においては、次の事務をつかさどる。  

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略)  

(5) 外国人留学生の奨学金等の援助に関すること。 (削る)  

(6) 国際交流会館の管理運営に関すること。 (削る)  

(7) (略) (5) (略)  

(8) (略) (6) (略)  
   

附 則（令和元年 11月1日規程第23号） 

この規程は、令和元年 11月1日から施行する。 


